
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャニーズ事務所の事業承継問題       

 9 月 20 日（水）の文春オンライン版にて、ジャニーズ

事務所が「事業承継税制の特例」を適用している旨の記

事がありました。ジャニーズ事務所についてはご存じの

通り、故ジャニー喜多川氏（以下ジャニー氏）による性

加害問題があり、現在も数百人ともいわれる被害者との

間で解決していません。ジャニー氏の行為は、断じて許

されることではなく、今後の調査等で全容が解明され、

ジャニーズ事務所（以下当社）としての誠意のある対応

を期待したいと思いますが、今回は、冷静に一企業の事

業承継問題として、公表されている客観資料等から今回

の経営判断について推察してみたいと思います。 

記事によると、ジャニー氏が 2019 年に亡くなった時点

での相続税額は約860億円とあります（ジャニーズ事務所

側は否定）。この額を仮に相続人が全額現金で支払うとな

ると、相当の資産を持っている方でもほぼ不可能ではな

いかと思われます。そこで当社が選択したのが、「事業承

継税制」の適用です（記事内では当社関係者が適用を認

めているとあります）。 

「事業承継税制」とは、中小企業の自社株式を後継者

へ贈与・相続する際に発生する贈与税・相続税の納税額

が大幅に猶予若しくは一定の場合に免除されるものです。 

「特例制度」とは、2018年1月1日から10年間に限り適

用できます。特例とは下記図表の通り、贈与相続共に、

全議決権株式が100％納税猶予できるものです。 

事業承継税制には、大きく3つの対象要件があります。 

一つ目は先代要件で、当社の場合、ジャニー氏にあた

ります。 

相続税納税猶予制度に係る先代の要件は下記です。 

 

8 月 29 日に当社の「外部専門家による再発防止特別チ

ーム」による「調査報告書（以下報告書）」が発表されま

した。 

この報告書によると、ジャニー氏は、1975 年の設立当

時から姉の故メリー喜多川氏（以下メリー氏）と共に筆

頭株主（発行株式数20,000株中、6,000株（30％）ずつ所

持）です。その後（1980年当時）、ジャニー氏とメリー氏

が共に 10,000 株（50％）ずつ所持し、2 人の株主状態が

2019年の相続まで続きます。 

また、代表取締役としても、ジャニー氏は 1975 年の設

立時から、2019 年 7 月の死去まで一貫して務めていまし

た。 

これらの状況から、事業承継税制の先代要件について

は、①、②の要件を共に満たしていると言えます。ちな

みに、②の同族関係者の中で筆頭株主であったこと（後

継者を除く）とありますが、筆頭株主が同率1位の場合も

適用となります。 

次に2つ目の要件である後継者の要件をみてみます。 

 

後継者の藤島ジュリー景子氏（以下ジュリー氏）は、

先代の経営者であったジャニー氏の姪にあたります。ジ

ュリー氏は、1998年から取締役に就任し、2003年 5月に

一度ジャニー氏と共に代表取締役に就任しています。但

し、その当時実母のメリー氏との関係性が悪化し、2008

年 12 月に代表取締役を辞任しています（取締役としては

留任）。その後、2014年1月メリー氏が代表に就任、2014

年3月には再度ジュリー氏が代表取締役に就任し、以降、

ジャニー氏の相続発生まで3人代表体制に移行しています。

（経営体制の推移下記図表参照） 

 
こちらの要件についても①～③まで全て満たしている

といえます（株式の保持要件である④を除く）。 

3つ目の要件である会社要件についてみてみます。 

まず、当社が「中小企業基本法（以下基本法）」上の

「中小企業」に該当するかをみてみます。事業承継税制

の中小企業の線引きは、よく言われる税法の1億円の線引

きではなく、基本法に則り判断します。 

当社はサービス業にあたります。且つ、報告書による

と従業員数は190人、当社HPには210人とあります（従

業員とは健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額
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決定通知書の

加入者から役

員を引いた数

を指します）。 

この場合、

基本法では、

「資本金要件」

と「従業員数要件」の二つの中から、どちらか枠内に収

まっていたら中小企業とみなされます。（上記図表参照） 

基本法上、サービス業は資本金要件 5,000万円以下、又

は100人以下となっています。当社は従業員数が190人～

210人いますので、従業員数要件では要件を満たしません

が、当社の資本金は報告書上（当社HP共）では 1,000万

円となっており、資本金要件で中小企業と認められます。 

また、事業承継税制には、資産保有型会社（貸借対照

表の総資産に占める特定資産の割合が 70％超える会社）

に該当した場合、同税制の適用が原則出来ないルールが

あります。当社は本業の他にも、不動産を多数所有（履

歴事項全部証明書の目的にも不動産の賃貸借、売買及び

その仲介並びに所有、管理及び利用とある）しており、

この資産保有型会社に該当する可能性がありますが、例

外的に適用出来るためのルールの一つとして、「後継者と

生計を一にする親族を除き、常時使用する従業員の数が 5

人以上」というルールをクリアしているため、同税制の

適用に問題はないものと推測されます。 

9月 7日に当社が実施した記者会見では、ジュリー氏は

社長を辞任したものの、代表取締役を留任し、会社の株

式（当社の全株）も保有したままということがわかり、

各方面から反発を招き、CMスポンサーが軒並み離れる事

態となっています。 

今回ジュリー氏がこのような判断をしたことも、文春

オンラインでも記載がありましたが、事業承継税制のル

ール上、手放さなかった（手放せなかった）のではない

かと推測されます。事業承継税制では、下記図表の要件

等に該当した場合、猶予されていた税金と、猶予が開始

されてから納税猶予が打ち切りになるまでの期間の利子

税が掛かります。       （出典：国税庁HPあらましより修正加工） 

上記図表の中で、経営承継期間内（相続税の申告期限

の翌日から5年以内）に、納税猶予されている株式を一株

でも譲渡（売ること）や贈与（無償であげること）した

場合は納税猶予が打ち切りになります。 

合わせて、5 年以内に後継者が会社の代表権を有しなく

なった場合についても同様に打ち切りとなります。 

ジャニー氏に相続が発生した際の、相続税の申告期限

が 2020年 5月ですから、この経営承継期間を経過するの

は 2025年の 5月になります。この期間が経過した後は、

仮に株を手放すことになっても、5 年間の利子税が掛から

なくなるのと、その後については、売ったりあげたりし

た株については、納税義務が生じますが、手元に残した

株については引き続き納税猶予の対象となります。 

相続税が仮に約860億円に上るとすると、利子税も相当

な額が見込まれます。また、特例事業承継税制の場合は、

5 年間経過後、会社の経営状況が悪化した際、会社の株式

の譲渡や破産等の際、その時点で株価の再計算が出来、

仮に株価が相続時と比べ減少している場合については、

差額が免除されるというルールもあります。 

文春オンラインの記事では、税金逃れといった論調に

なっていましたが、仮に現在の納税猶予を打ち切ると、

税金が払えず、自己破産の可能性もありますし、会社が

破綻すると、約200人いる従業員の雇用を守ることが出来

なくなります。これだけ社会的な問題になっており、ブ

ランド価値が毀損した会社を買収してくれる企業がいる

のかどうかも不透明です。そのため経営判断上、批判を

覚悟でやむを得ず続けているという見方もできます。 

冒頭でも申し上げましたが、ジャニー氏の加害行為は

決して許されることではなく、また経営陣が把握してい

ながら放置していたとするならば同罪だと思います。今

後一時代を築いた当社がどのようになっていくか、経営

的な視点からも注視していきたいと思います。 

本     社：０３－５２２７－３６０１ 

横浜支店: ０４５－６５１－２８４１ 

名古屋支店：０５２－５８８－２３２２ 

関西支店：０７５－２１２－２８０１ 

大阪事務所：０６－６６７６－７３３０（番号変更） 

トリニテーシステム業務提携先（令和5年10月現在） 

 東京税理士協同組合 

東京地方税理士協同組合 

千葉県税理士協同組合 

埼玉県税理士協同組合 

名古屋税理士協同組合 

東海税理士協同組合 

京都税理士協同組合 

滋賀県税理士協同組合 

大阪・奈良税理士協同組合 

神戸税理士協同組合 

阪神三税協（伊丹・尼崎・西宮） 

国土工営では 

①土地資産家のお客様の相続対策・納税対策 

②保有資産の収益力向上・資産の組換えなど資産強化策 

③自社株評価補助・事業承継税制の活用等法人対策 

④中小企業のM&A、事業再生 

 などを手がけております。各分野の専門家が調査・実務 

を担当いたしますので、お気軽にご相談ください。 


